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正誤表 

 

訂正箇所 

（頁／行） 

訂正内容 

誤 正 

２６頁／６行 

 

夜間支援従事者が、夜間・深夜の

時間帯を通じて支援を行うこと

が必要です。（夜間支援体制加算

Ⅰについては、午前 10時から翌

日の午前 5 時までの間は最低限

含むものとすること。） 

夜間支援従事者が、夜間・深夜の

時間帯を通じて支援を行うことが

必要です。（夜間支援体制加算Ⅰに

ついては、午後 10時から翌日の午

前 5時までの間は最低限含むもの

とすること。） 

 


